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人事異動に伴う給与関係の事務処理について（通知） 

 

 総務事務システムが稼働している県の教育局（課所館）、県立学校及び他部局と市町村

立学校の間の人事異動に伴う給与関係の事務処理については、下記のとおり行ってくだ

さい。 

記 

 

 Ⅰ  「教育局（課所館）・県立学校・他部局」 ⇒ 「市町村立学校」 

                        の異動・転入の場合の事務処理  

 

１ 扶養手当 

 ⑴ 総務事務センターから異動前の所属を通じて送付される書類 

  ① 総務事務システムの記録を出力した書面 

    ・扶養親族届の内容を出力した書面 

    ・扶養手当認定簿の内容を出力した書面 

  ② 認定に関する証明書類 

  ③ 扶養手当支給要件の確認に関する書類 

   ※ ③の書類については、原則平成２９年度分の書類を送付します。認定等に疑

義が生じ、過去の書類が必要になる場合は、総務事務センターに連絡してくだ

さい。 

 ⑵ 学校における事務処理 

  ア 教育局（課所館）・県立学校からの異動（イに該当する異動を除く。）の場合の

事務処理 

   （例：教育職給料表(1)→教育職給料表(2)、教育職給料表(2)→教育職給料表(2)） 

    上記①のうち扶養手当認定簿の内容を出力した書面を扶養手当認定簿の様式に

転記すること（別紙「転記例」参照）。転記後は、①～③の書類を合わせて整理

してください。 

    ①の書類は、扶養親族届及び扶養手当認定簿とみなされる書類となるので、書

類の保存、今後の異動の際の取扱いについても、扶養親族届等と同様に行ってく

様 



ださい。 

    扶養事実に変更がない限り、新たに扶養親族届を提出する必要はありません。 

  イ 他部局からの転入等、適用される給与条例を異にする（職員の給与に関する条

例←→学校職員の給与に関する条例）異動の場合の事務処理 

   （例：行政職給料表 → 教育職給料表(2)） 

    この場合、認定を継続することはできません。新たに職員から扶養親族届を提

出してもらい、新規認定の手続を行います。ただし、認定に関する証明書類は、

内容に変更がない限り、異動の際に送付されたものを使用して差し支えありませ

ん。 

   ※ 適用する給与条例を異にする異動の場合には新規の認定となりますので、異

動日から１５日経過する前に届け出る必要があります。 

   

   平成３０年４月より扶養手当額が改定されます。上記ア及びイに共通して、扶養

手当認定簿への記載については、平成３０年３月１３日付け教職第１１３７－１号

「扶養手当及び児童手当に係る年度末及び年度当初の事務処理について（通知）」を 

  参照してください。 

   給与報告については、別途通知する予定です。 

 

２ 住居手当 

 ⑴ 総務事務センターから異動前の所属を通じて送付される書類 

  ① 総務事務システムの記録を出力した書面 

    ・住居届の内容を出力した書面 

    ・住居手当認定簿の内容を出力した書面 

  ② 認定に関する証明書類 

  ③ 住居手当支給要件の確認に関する書類 

   ※ ③の書類については、原則平成２９年度分の書類を送付します。認定等に疑

義が生じ、過去の書類が必要になる場合は、総務事務センターに連絡してくだ

さい。 

 ⑵ 学校における事務処理 

  ア 教育局（課所館）・県立学校からの異動（イに該当する異動を除く。）の場合の

事務処理 

    上記①のうち住居手当認定簿の内容を出力した書面を住居手当認定簿の様式に

転記してください（別紙「転記例」参照）。転記後は、①～③の書類を合わせて

整理してください。 

    ①の書類は、住居届及び住居手当認定簿とみなされる書類となるので、書類の

保存、今後の異動の際の取扱いについても、住居届等と同様に行ってください。 

    住居の実情に変更がない限り、新たに住居届を提出する必要はありません。 

  イ 他部局からの転入等、適用される給与条例を異にする異動（職員の給与に関す

る条例←→学校職員の給与に関する条例）の場合の事務処理 

    この場合、認定を継続することはできません。新たに職員から住居届を提出し



てもらい、新規認定の手続を行ってください。ただし、認定に関する証明書類は、

内容に変更がない限り、異動の際に送付されたものを使用して差し支えありませ

ん。 

   ※ 適用する給与条例を異にする異動の場合には新規の認定となりますので、異

動日から１５日経過する前に届け出る必要があります。 

 

３ 通勤手当 

 ⑴ 総務事務センターから異動前の所属を通じて送付される書類 

   総務事務システムの記録を出力した書面 

  ※ 異動前の所属における通勤手当の認定状況が、参考までに記載されています。 

 ⑵ 学校における事務処理 

   新たに職員から通勤届の提出が必要となります。 

  ※ 支給単位期間の中途における教育局（課所館）・県立学校・他部局からの異動等

の場合の通勤手当の取扱いについては、平成３０年３月１３日付け教職第    

１１２１－１号「年度をまたがる通勤手当の事務処理について（通知）」を参照

してください。 

 

４ 児童手当 

 ⑴ 総務事務センターから異動前の所属を通じて送付される書類 

  ① 総務事務システムの記録を出力した書面 

  ② 認定に関する証明書類 

  ③ 現況届に添付する証明書類 

 ⑵ 学校における事務処理 

   総務事務システム対象職員であった者は、教育局・県立学校・他部局に関わらず、

これまでの認定権者が知事であったため、新たに認定請求書を職員から提出しても

らい、新規認定の手続を行ってください（異動日から１５日目までに提出した場合

は、４月分から新所属で支給します。）。 

   ただし、認定に関する証明書類は、内容に変更がない限り、異動の際に送付され

た書類を使用して差し支えありません。 

 

５ 給与振込の申出 

 ⑴ 総務事務センターから異動前の所属を通じて送付される書類 

   総務事務システムに登録された申出の内容を出力した書面又は口座振替申出書

（現金受領がある場合） 

 ⑵ 学校における事務処理 

   職員から新たに給与等の口座振替申出書を提出してもらい、４月の給与報告を行

ってください。 

  ※ 教育局（課所館）、県立学校及び他部局から異動した職員については、申出の変

更の有無に関わらず、全員の給与報告が必要となります。 

 



６ 給与所得者の扶養控除等申告 

 ⑴ 総務事務センターから異動前の所属を通じて送付される書類 

   総務事務システムで申告した内容を出力した書面 

 ⑵ 学校における事務処理 

   職員から新たに紙の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書を提出してもらい、

４月の給与報告を行ってください。 

   なお、紙の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書は、異動年月日の日付で各教

育事務所の収受印を押印した上で、上記⑴とともに整理してください。 

  ※ 教育局（課所館）、県立学校及び他部局から異動した職員については、申告内容

の変更の有無に関わらず、全員の給与報告が必要となります。 

 

 

 Ⅱ  市町村立学校  ⇒  教育局（課所館）・県立学校・他部局   

                        の異動・転出の場合の事務処理  

 

１ 扶養手当 

 ⑴ 異動・転出先に送付する書類 

   市町村立学校間の異動の場合と同様 

 ⑵ 異動先における事務処理 

  ア 教育局（課所館）・県立学校への異動の場合の事務処理 

    扶養事実に変更がない限り、手当は引き続き支給されますが、総務事務システ

ムに届出内容を入力する必要があります。（ただし、適用する給与条例を異にす

る異動（職員の給与に関する条例←→学校職員の給与に関する条例）の場合には

新規の認定となりますので、異動日から１５日経過する前に届け出る必要があり

ます。）認定書類一式については、総務事務システムに入力後、送付票に添付し、

総務事務センターに送付することになります。 

  イ 他部局への転出の場合の事務処理 

    新規の認定となりますので、異動先で、異動日から１５日経過する前に、職員

が総務事務システムにより新たに届け出る必要があります。認定書類一式につい

ては、総務事務システムに入力後、送付票に添付し、総務事務センターに送付す

ることになります。 

 

２ 住居手当 

  扶養手当と同様 

  なお、持家に対し支給されていた手当の認定に係る書類は、異動前の所属において、

次のとおり保存してください。 

 ⑴ 住居手当認定簿、住居届及び認定に関する証明書類 

   住居手当の支給が終了した翌年度から５年間保存 

 ⑵ 住居手当支給要件の確認に関する書類 

   提出のあった翌年度から５年間保存 



  ※ それぞれ保存年限を超えた書類については、異動前の所属において処分して差

し支えありません。 

 

３ 通勤手当 

  異動年月日から１５日経過前に、異動先で通勤の事実を届け出る必要があります。 

  ※ 支給単位期間の中途における教育局（課所館）・県立学校・他部局への異動等の

場合の通勤手当の取り扱いについては、平成３０年３月１３日付け教職第    

１１２１－１号「年度をまたがる通勤手当の事務処理について（通知）」を参照

のこと。 

 

４ 児童手当 

 ⑴ 学校における事務処理 

   ４月給与報告時に２・３月分を給与追給戻入報告書により報告してください（随

時払い）。 

 ⑵ 異動先における事務処理 

   総務事務システムの対象者は、認定権者が知事になるため、異動先で、異動日か

ら１５日経過する前に、職員が総務事務システムにより新たに届け出る必要があり

ます。認定書類一式については、総務事務システムに入力後、送付票に添付し、総

務事務センターに送付することになります。 

  ※ 平成２４年３月をもって廃止された「子ども手当」については、学校に書類の

写し等がある場合、保存期間である５年を経過しているため、処分して差し支え

ありません。 

 

 

    ※ 総務事務センターの担当及び連絡先 

     【他部局に係る異動の場合】 

        総務事務センター認定第一担当 

        ０４８－８３０－２３９４ 

     【教育局（課所館）及び県立学校に係る異動の場合】 

        総務事務センター認定第二担当 

        ０４８－８３０－６８２０ 

 

 

※ 通知に関するお問い合わせは、所轄の教育事務所へお願いします。 

 

                   教育局教育総務部教職員課 給与制度担当  

                                給与管理担当  



 別紙 

扶養手当認定簿の転記例 

 

 

 

 

 

 

扶養手当認定簿処理例（表） 

続 届出提出 あ 支 給 の あ

（受　理） あ 始 期 ・ 終 期 あ

柄 年月日 あ（満22歳年度末）あ

平成13年 ４月２日 H13年 ４月 13日 H13年 ４月２日 出生 平成１３年　５月分から

(平成29年４月～)  　年 　月　 日  年 　月　日      年　　月分まで

平成16年 ４月１日 H16年 ４月 14日 H16年 ４月２日 出生 平成１６年　４月分から

(平成31年４月～)  　年 　月　 日 　年 　月　日      年　　月分まで

昭和21年 ６月13日 H19年 ４月 ３日 H19年 ３月31日 離職 平成１９年　４月分から

(　  　年４月～)  　年 　月　 日 　年 　月　日      年　　月分まで
埼玉　和子 実母

届出事実の
発生年月日

届　出　の
事　　　由

埼玉　一子 子

埼玉　一郎 子

扶　養　親　族
の　　氏　　名

生　年　月　日
（加算開始時期）

（ H38） （3）

（ ） （3）

（ H36） （3）

 

 

 

 

 

扶養手当認定簿処理例（裏） 

人 人 人 人 円
 　H30年4月分　から

 
 　H30年4月分　から

認定等の 所属の長の認定（確認）欄

配  偶  者
配偶者・子

子
認定(確認)

職名・氏名 認印うち特定期間

にある子の数
の 月 額 事    由以　　　外 年　月　日

支給開始(終了)・ 認　定　扶　養　親　族　数 扶養手当

支給額改定時期

0 1 2 1 29,500

0

埼玉市立
埼玉小学校長
　埼玉　太郎

㊞転記 H30・ 4・1

H30・ 4・1
埼玉市立
埼玉小学校長
　埼玉　太郎

㊞1 2 1 31,500 規定改正

 

 

 

 

 

住居手当認定簿の転記例 

別紙第２

届出の事由  　学校職員の給与に関する条例第９条の６及び同条に基づく

　・発生（改定）年月日  住居手当の 　　支給の  　学校職員の住居手当に関する規則（昭和49年埼玉県教育委

　・内容 月額 始期等　　  　員会規則第40号）の規定に従い左記のとおり決定（改定）

提出（受理）年月日 決定家賃額  　する。

Ｈ３０年　１月３１日発生 自ら居住する住居手当の額 H３０年　４月　１日

　　　27,000　円 転記

　内容　　　新規 留守家族の住居手当の額  職名　埼玉市立

円 　 　　埼玉小学校長

Ｈ３０年　２月　１日提出 合計  氏名　　　　埼玉　太郎 　㊞

（受理） 27,000　円

住居手当認定簿

す
る
住
宅

自
ら
居
住

居
住
す
る
住
宅

留
守
家
族
が

（学校職員の給与に関する条例第9条の６）

          　    から
Ｈ３０年２月分
　　　　　　　　まで

該当条文

□第1項第1号

　決定家賃額（　　85,000　円）

□第1項第2号

　決定家賃額（　　      　円）

レ

 

Ｈ30年４月１日 転記 と

記入してください。 

総務事務システムへの記録を出力した書面をもとに転記

してください。 

「転記」と記入してください。 

総務事務システムへの記録を出力した 

書面をもとに転記してください。 

 

H30・4・1と記入してください。 

 
出力された書面の支給

開始月に関わらず、

「H30年４月から」と記

入してください。 
 

注：手当額の改定に伴い、様式の改正が予定されています。（ここに掲載されているもの 

  は、改正後の様式の現行案を基にしています。） 

   平成３０年４月からの扶養手当の額改定及び様式改正（予定）については、平成 

  ３０年３月１３日付け教職第１１３７－１号「扶養手当及び児童手当に係る年度末及 

  び年度当初の事務処理について（通知）」を参照してください。 

 


